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産業団地イメージパース

南側から北側を望む
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産業団地イメージパース

北側から南側を望む
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産業団地イメージパース

北側調整池の様子
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計画地
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事業の変遷

■ 昭和３７年度～平成１８年度 造成事業
草加工業団地をスタートに３２団地、１，９２１haを整備

■ 平成１９年度～産業団地整備事業

○「田園都市産業ゾーン基本方針」等に基づき圏央道沿線等で事
業展開６地区・１４７haを整備完了（圏央道沿線地域）

○平成２５年度から圏央道以北地域等においても整備
現在、加須IC東地区、寄居スマートIC西地区で事業中

○平成２９年度から草加柿木地区において事業開始
現在、都市計画手続き、企業誘致の準備中

企業局産業団地整備事業
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事業の変遷
平成19年度以降に整備した団地の状況と経済効果等

No. 団地名 エリア 年度 面積
(ha)

立地企業 雇用人数
※1

経済効果
(億円)※2

1 川越第二

圏央道

H19～21 19.3 7社 740人 710

2 菖蒲南部 H19～21 18.9 5社 520人 350

3 騎西城南 H20～22 19.6 6社 450人 490

4 白岡西部 H22～25 15.7 5社 1,440人 450

5 幸手中央 H23～27 47.3 11社 1,480人 1,260

6 杉戸屏風深輪 H24～28 23.8 分譲中

計 144.6 41社 4,630人 3,260

7 加須IC東 以北 H27～29 17.7
事業中

8 寄居SIC西 以北 H28～30 14.1

計 31.8

合計 176.4

※1 雇用人数は計画ベース
※2 経済効果は推計
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事業の変遷
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圏央道沿線に立地した主な企業



事業概要

企業局産業団地は地元市町村との共同事業

■ 地元草加市の熱意ある取組

○ 総合振興計画等へ産業系土地利用の位置付け

○ 企業立地ニーズの把握

○ 都市計画・農林協議資料等の作成

○ 地権者様、地域住民様からのご理解・ご協力
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草加柿木地区の魅力

•市街化近接

•国道・県道・幹線道路周辺■土地利用調整

•東京外環状自動車道インターチェンジ、東埼玉道路付近

•柿木浄水場の工業用水使用■既存インフラ

•工業用水を活用する食品企業が関心■企業立地見込み

•地元草加市の熱意、地元関係者のご理解■地元調整

事業概要
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草加柿木地区産業団地
•平成２９年度から３１年度事業年度

•約１３７億円総事業費

•約１９．４ha施工面積

•約１６．４ha分譲予定面積
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１．事業概要

2．立地企業の想定業種：食品製造業等（工業用水の活用を想定）
3．公共施設計画
（１）道路計画（団地内道路）

・区画道路 幅員９．０～１２．０ｍ
（２）雨水・汚水計画

・雨水：道路側溝を経由して西側調整池、そして東側調整池に導きます。
調整池で一時貯留したのち、千疋幹線排水路へ放流します。

・汚水：立地企業が浄化後、道路側溝を経由して同排水路へ放流します。
（３）公園・緑地計画

・公園：約５，８００㎡
・緑地：地域との緩衝帯として、幅１５ｍの緑地を計画します。

※景観に配慮した緑豊かな公園、緑地を配置していきます。

当
該
地
区



草加柿木地区産業団地
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草加柿木地区産業団地

•振動規制法、騒音規制法・埼玉県生活環境保全条例、市の公害
防止条例振動と騒音

•大気汚染防止法、埼玉県生活環境保全条例、市の公害防止条例
•市の公害防止条例において独自に規制大気

•悪臭防止法、埼玉県生活環境保全条例、市の公害防止条例
•市の公害防止条例において法、県条例よりも厳しく規制悪臭

•水質汚濁防止法、埼玉県生活環境保全条例、市の公害防止条例
•越谷市の条例基準にも適合水質
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地域の皆様の環境を守ります!!

※市の公害防止条例＝草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例

しっかりとした規制！！



草加柿木地区産業団地
優良企業の立地可能性

【参考】
企業が立地において重視するポイント
・ 雇用の確保が見込める
・ 工業用水等のインフラ利用が可能
・ 敷地の形状（正方形に近い）
・ 交通アクセスが良い

草加柿木地区産業団地は要件をクリアー！
埼玉県マスコット「コバトン」

■ 工業用水等のインフラを活用する食品企業等を誘致していく予定です
■ 現在、複数の食品企業から関心をいただいています。
■ 今後、産業団地に必要なインフラ等を確認するため、
意見交換を希望する企業向けの「エントリー募集」を検討しております。
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草加柿木地区産業団地

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

造成工事

関係機関協議

合意書
取得

民間企業による
建築工事

開発手続

都市計画
手続き
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企業誘致 企業立地

用地売買
契約

今後のスケジュール



草加柿木地区産業団地

•本年７月頃に市街化区域編入に向けた都市計画
の手続きを開始します。

•来年３月頃の都市計画決定を予定しています。
（1）都市計画の手続

•地権者の皆様からの事業同意を頂いた後、用地
売買契約の締結を開始します。

•来年３月頃までには、契約を完了したいと考え
ています。

（2）用地売買契約

•地域経済の活性化や雇用につながる企業の誘致
を進めます。（3）企業誘致

•詳細な設計や環境調査を進め、来年４月の造成
工事着手を予定しています。（4）整備事業
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都市計画決定原案について

①区域区分の変更

②用途地域の指定

③準防火指定

④地区計画

都市計画決定区域



①区域区分の変更について
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区域区分の変更範囲

市街化調整区域から市街化区域に編入します。



①区域区分の変更について
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区域区分とは

都市計画法第７条では、無秩序
な市街化を防止し、計画的な市街
化を図るため、必要がある時は、
都市計画に、市街化区域と市街化
調整区域の区分を定めることがで
きるとされています。この市街化
区域と市街化調整区域との区分の
ことを「区域区分」といいます。
市街化区域は、すでに市街地を
形成している区域及び市街化調整
区域は、市街化を抑制すべき区域
とされています。

草加市都市計画図



②用途地域の指定について
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用途地域の指定範囲



②用途地域の指定について
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■建ぺい率 60％

■容積率 200％

容積率は、
敷地面積
に対する
床面積の
割合をい
います。

床面積
の合計

敷地面積

用途の内容について

用途地域：工業地域

主に工場を立地するための地域です。
工場以外の建物については、住宅、
店舗などは建てられますが、学校、病
院、ホテルなどは建築できません。

また、地区計画によりさらに用途の制
限を行います。



②用途地域の指定について
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用途制限の概要



②用途地域の指定について
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用途制限の概要
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③準防火地域の決定
準防火地域の指定範囲

Ａ地区

Ａ地区

Ｂ地区



③準防火地域の決定
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耐火建築物・準耐火建築物
準防火地域の指定がされると、以下の表のように建築物の構造

に制限がされます。

（注）建築基準法に定める技術的基準に適合する建物でも可能



④地区計画の決定について
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Ａ地区

Ａ地区

Ｂ地区



④地区計画の決定について
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本地区は、草加市の北東部に位置し、東京圏から約２０ｋｍにあり、中央に
国道４号線（東埼玉道路）、北は越谷レイクタウン駅、南は国道２９８号線
（東京外環自動車道）に近接しています。また、東京外環自動車道に関しては、
本地区から西側約４ｋｍに草加ＩＣ、東側約４．５ｋｍに外環三郷西ＩＣがあ
り、交通利便性が高い地区です。
これら、道路交通網に優れた地区の特性を活かし、緑に囲まれた自然環境と
調和した産業団地を計画的に整備することを目的とします。

本地区は、東京外環自動車道へのアクセスの良さ、国道４号線（東埼玉道
路）に接しているという地区のポテンシャルを活かし、工業地区として適正な
土地利用を誘導するとともに、周辺農地等の自然との調和のとれた良好な環境
を有する産業団地の形成を図ります。



④地区計画の決定について
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自然環境と調和をとるため、建築してはならない建築物を次のよう
に制限します。

・住宅

・生コンクリート工場

・産業廃棄物処理場

・自動車修理工場

などの建物については、建築は出来ません。

生コンクリート工場

建築出来ません



④地区計画の決定について
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●Ａ地区： ３，０００㎡

敷地の細分化を防ぐため、敷地面積の最低限は
次のとおりとします。

ただし、建築物の敷地面積の最低限度未満の土地で、下記に該当する
場合は、例外となります。
・保育所、寄宿舎及び店舗について、当該地区内の事業を営む企業に関
係するものについては、建築可能となります。

●Ｂ地区：１０，０００㎡

Ａ地区
Ａ地区

Ｂ地区



④地区計画の決定について
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建築物の外壁又はこれに代わる柱
（ベランダ、バルコニー、屋根、軒、庇、
階段、出窓及び建築基準法第２条第３
号に規定する建築設備を含む。ただし、
隣地境界側を除く。）の面の位置につ
いては、次のとおりとなります。

１ 計画図に表示する１号壁面線の道
路及び水路境界線までの距離は、
１５．０m以上となります。
２ 計画図に表示する２号壁面線の道
路境界線までの距離は、２．５m以上
となります。

３ 計画図に表示する３号壁面線の道
路境界線までの距離は、５．０m以上
となります。
４ 隣地境界線までの距離は、０．５m
以上となります。

１号壁面線

２号壁面線

３号壁面線

Ａ地区
Ａ地区

Ｂ地区



④地区計画の決定について
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１ 建築物の高さの算定方法は、次のとおりです。
（１） 階段室、昇降機塔などの建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入
します。

（２） 防火壁の屋上突出部などの屋上突出物は、当該建築物の高さに算入します。

●Ａ地区： ２５ｍ以下

●Ｂ地区： ３１ｍ以下

Ａ地区

Ａ地区

Ｂ地区



④地区計画の決定について
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１ 建築物の外壁等及び屋根の色彩は、原色を避け、草加市景観計画に沿ったも
のとする。
２ 高架水槽等の屋上設置物及び工作物は、外部から直接見えにくい形態とする。
３ 屋外広告物は、埼玉県屋外広告物条例に沿って、周囲の環境・景観と調和した
ものとする。

３,０００㎡以上の敷地における建築物にあっては、２５％を緑化する。

道路及び隣地境界に面する垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンスと
し、高さは敷地面から２.０m以下、基礎等の高さは０.５m以下とする。ただし、門柱、
門扉又は守衛所その他これらに類する安全上、保安上やむを得ないものを除く。



7.都市計画決定のスケジュール
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原
案
作
成

地
区
計
画

防
火
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計
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（
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週
間
意
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書
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）

11月
予定

草
加
市
都
市
計
画
審
議
会

12月
予定

都
市
計
画
決
定

Ｈ30
3月予定

公
聴
会

８/２１
予定

公述の申出・受付
原案の縦覧

7/18(火)～8/1(火)

県

都
市
計
画
審
議
会

Ｈ30
２月予定

原案の閲覧

※地区計画につい
ては条例により
8/8（火）まで意
見書の提出が可能



最後に
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• 当該地区の都市計画につきまして、ご理解とご協力
をよろしくお願いいたします。

• ご清聴ありがとうございました。


